
▲図 1　物理空間の特性と効果及び知識の関係図
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1. 背景と目的

　人の目は必ずしも実際の物理空間を正しく認識するわ

けではない。それは、建築設計において重要な事実であ

るが、認知空間をデザインする方法は一般化されておら

ず、建築家が各々の手法を用いている。意図する空間を

認知させる物理空間のデザイン手法をまとめることがで

きれば、建築計画の１つの指針となり得るのではないか。

それらをふまえ、本論では物理空間と認知空間にズレを

生じさせる空間を「錯視的空間」と定める。錯視的空間には、

人がどのように視覚情報を把握しているかが極端な形と

なって現れている。その設計手法と効果を対応づけるこ

とで、利用者からの見え方をデザインする建築設計手法

の一助となることを目的とする。

2. 研究対象（表 1）

（1）錯視的効果を得られる建築の諸図面と写真、及び設

計プロセスを追うための著書や諸文献を研究対象とする。

特に利用者からの見えを意識した設計の多い乾久美子の

建築及び建築設計案を中心とする。

(2）錯視的空間に特化した空間芸術の写真または図面を

研究対象とする。

3．研究方法

　全事例の物理空間の「特性」と錯視的「効果」及び空

間把握にかんする「知識」をまとめ、関係図を示し、そ

の相関関係を分析する。それらを事例ごとにデータシー

トにまとめる。「エイムズの部屋」という空間芸術註 1) を

例にとって図 1に示す。

3-1．物理空間及び認知空間の図化　　

　それぞれの事例について「物理空間」を、平面図、立面図、

断面図、またはアクソメ図のいずれかを用いて示す。「利

用者の視点からの見え」として、写真またはスケッチな

どの透視図を示す。透視図より、利用者視点の「認知空間」

を想定し、「物理空間」と同一の図法で図化する。

3-2. 認知過程の分析

　上記の方法により示された物理空間と認知空間を比較

する。また、設計者著書などの文献より設計の意図を追

うことで、「効果（物理空間と認知空間の差異）」を明らか

にし、それらを生む設計手法と、強調する手法を明らかに

する。さらに利用者の見えと効果を分析し、錯視的空間が

認知される過程で、無意識に加えられる空間認知のための

「知識」を挙げる。

3-3. 錯視を引き起こす視点分析

　それぞれの事例に対して、最も錯視的効果を得るために

許す利用者の視点移動の自由度を、（ⅰ）固定、（ⅱ）視点

と対象の間に一定の距離を保った視点移動、（ⅲ）自由視

点移動、の３つに分ける。

3-4. 設計手法と効果の相関分析

　各事例について特性、効果、知識の相関図をまとめ、分

析する。効果に対応する知識と特性をまとめる。

4．結果

4-1. 物理空間の特性・効果・知識

（1）物理空間の特性と効果を明らかにした。特性について

は、参考文献 1) を参照して、図 3 左部に示している。同

様にして、効果は図 4右部に示している。

（2）錯視を引き起こす知識は図 2 のようにまとめられた。

事例の空間認知に最も影響を及ぼしている知識は、③建築

に関する知識であり、全 27 事例中 16 事例あった。

4-2. 錯視を引き起こす視点と知識の相関

　各事例の許容する視点移動の自由度と錯視を引き起こす

知識を表 2にまとめる。視点移動の自由度は、知識の種類、

及び物理的空間特性と相関があった。

（ⅰ）視点の固定を条件とする錯視的空間：知識⑤を加え

られて認識される。その空間特性として、形状や装飾、建

築の面への塗装が、線遠近法に基づいている。それらの消

失点が視点位置であり、遠近を誤認させる効果が多い。

（ⅱ）視点−対象間に一定の距離を条件とする錯視的空間：

知識①、③、⑤が加えられて認識されるものが多い。対象か

ら一定距離離れることで、建築のディテールが視認できず、

それを知識で補うことで、効果が生まれる。

（ⅲ）空間内自由視点を条件とする錯視的空間：知識③、

④を加えられて認識されるものが多い。どの視点から見

ても、物理空間と認知空間に差が少なく、物理的特性に

知識が加えられることで新たな存在を連想させる効果な

どがある。錯視的効果を得るために視点移動が重要であ

る事例もあった。空間芸術では反射面を用いた事例が多

く、建築では陰影の塗装等を用いた事例に自由視点のも

のが多い。反射面の使用は視点の移動に対して虚像が対

応するため、自由視点が可能になる。

　建築の事例はⅱ)、ⅲ) のみであった。劇場や教会など、

利用者の視点方向が定められる建築は主にⅱ）であり、

視点方向が定まらない建築では、ある境界の内にいる場

合にその効果が得られる事例が多くみられる。

4-3. 効果と物理空間の特性、知識の相関

　錯視的効果を生む際に加えられる空間把握に関する知

識の組み合わせは、10 通りにまとめられた。それらの組

み合わせはを図3の右部または図4の左部に示す。知識と、

物理空間の特性との相関図を図 3 に示し、錯視的効果と

の相関図をそれぞれ図 4 に示す。主な効果を 13 通りまと

め、それぞれに対応する主な知識と物理空間の特性を図 5

に示す。
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▼表 1　研究対象
設計者 No.「作品名」

5. 考察と展望

・建築に関する知識を利用する事例が半数以上あった。こ

のことから、既存の建築の形や機能が空間の認知に及ぼ

す影響が大きいことがわかる。また、対象の性質に関す

る知識が利用される事例は少なかった。理由として、そ

れ以外の情報や知識から得た空間の認識に対する恒常性

の方が強いためであると考えられる。

・本論では物理空間が認知空間に至る認知の過程を分析し

た。これは錯視的空間に限らず、建築空間の認知の際に

は常に経る過程である。この過程の逆を辿ることは、認

知空間を意図して物理空間を設計する手法となり得る。

さらに、本論で示した効果を利用することは、空間を大

きく見せたり、明るく感じさせたりと、機能的にはたら

く一方で、機能主義的な建築では得られなかった、空間

を観察しようとする利用者の視点を得ることにもつなが

るだろう。



▲図 2　空間把握に関する知識

立体の稜線を認識、または図の線を稜線と認識し、立体と
して把握するための情報（左図、中央図）。これにより、右
図の不可能図形は立体として成立し得ないと理解できる。

参考文献 2) を参照。熟知対象の大きさや重さ等に関する情
報。それらを比較対象として、空間や物体に関する情報を
得る。鉛筆と椅子が熟知されている場合、立方体の大きさ
を認知できる（左図、中央図）。さらに、右図では、それら
の見かけの大きさによって位置関係についても認識できる。

経験や知識から得た、建築に関する情報。壁の厚さ、開口
部の位置や大きさ、建築空間及びそれを構成する建材（柱、
梁、床、タイル等）の水平垂直及び直角等の形に対する形状、
建築物の外観の形とそれに対応する建築の階数や用途等。

参考文献 2) を参照。遠近を認識するための情報。例えば、
線遠近法では、遠くの対象はより小さく、近くの対象はよ
り大きく見える（左上図）。消失遠近法では、遠くの対象ほ
ど解像度が下がり、ぼやけて見える（左中央図）。その他に
色彩遠近法などがある（左下図）。

経験と知識に基づく物理法則に関する情報。反射面と対象
及びその虚像の存在と位置関係等（左図）。光源と対象の陰
影の存在と位置関係（右図）。

③建築に関する知識

④光の性質に関する知識

①図を立体として認識するための知識 ②対象の性質に関する知識

⑤遠近感を認識するための知識

▲図 3　物理空間の特性と知識の相関図
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▲図 4　知識と効果の相関図

▲図 5　錯視的効果に対応する主な知識と特性

参考文献：1)（著）ウィリアム・ミッチェル（訳）長倉威彦、「建築の形態言語-デザイン・計算・認知について」、
鹿島出版会、1991 年　2)（著）ジェームズ J. ギブソン（訳）東山篤規・竹澤智美・村上嵩至、「視覚ワール
ドの知覚」、新曜社、2011 年
註釈：１）「エイムズの部屋」は元は実験装置として考案されたものである。

1. 背景と目的

　人の目は必ずしも実際の物理空間を正しく認識するわ

けではない。それは、建築設計において重要な事実であ

るが、認知空間をデザインする方法は一般化されておら

ず、建築家が各々の手法を用いている。意図する空間を

認知させる物理空間のデザイン手法をまとめることがで

きれば、建築計画の１つの指針となり得るのではないか。

それらをふまえ、本論では物理空間と認知空間にズレを

生じさせる空間を「錯視的空間」と定める。錯視的空間には、

人がどのように視覚情報を把握しているかが極端な形と

なって現れている。その設計手法と効果を対応づけるこ

とで、利用者からの見え方をデザインする建築設計手法

の一助となることを目的とする。

2. 研究対象（表 1）

（1）錯視的効果を得られる建築の諸図面と写真、及び設

計プロセスを追うための著書や諸文献を研究対象とする。

特に利用者からの見えを意識した設計の多い乾久美子の

建築及び建築設計案を中心とする。

(2）錯視的空間に特化した空間芸術の写真または図面を

研究対象とする。

3．研究方法

　全事例の物理空間の「特性」と錯視的「効果」及び空

間把握にかんする「知識」をまとめ、関係図を示し、そ

の相関関係を分析する。それらを事例ごとにデータシー

トにまとめる。「エイムズの部屋」という空間芸術註 1) を

例にとって図 1に示す。

3-1．物理空間及び認知空間の図化　　

　それぞれの事例について「物理空間」を、平面図、立面図、

断面図、またはアクソメ図のいずれかを用いて示す。「利

用者の視点からの見え」として、写真またはスケッチな

どの透視図を示す。透視図より、利用者視点の「認知空間」

を想定し、「物理空間」と同一の図法で図化する。

3-2. 認知過程の分析

　上記の方法により示された物理空間と認知空間を比較

する。また、設計者著書などの文献より設計の意図を追

うことで、「効果（物理空間と認知空間の差異）」を明らか

にし、それらを生む設計手法と、強調する手法を明らかに

する。さらに利用者の見えと効果を分析し、錯視的空間が

認知される過程で、無意識に加えられる空間認知のための

「知識」を挙げる。

3-3. 錯視を引き起こす視点分析

　それぞれの事例に対して、最も錯視的効果を得るために

許す利用者の視点移動の自由度を、（ⅰ）固定、（ⅱ）視点

と対象の間に一定の距離を保った視点移動、（ⅲ）自由視

点移動、の３つに分ける。

3-4. 設計手法と効果の相関分析

　各事例について特性、効果、知識の相関図をまとめ、分

析する。効果に対応する知識と特性をまとめる。

4．結果

4-1. 物理空間の特性・効果・知識

（1）物理空間の特性と効果を明らかにした。特性について

は、参考文献 1) を参照して、図 3 左部に示している。同

様にして、効果は図 4右部に示している。

（2）錯視を引き起こす知識は図 2 のようにまとめられた。

事例の空間認知に最も影響を及ぼしている知識は、③建築

に関する知識であり、全 27 事例中 16 事例あった。

4-2. 錯視を引き起こす視点と知識の相関

　各事例の許容する視点移動の自由度と錯視を引き起こす

知識を表 2にまとめる。視点移動の自由度は、知識の種類、

及び物理的空間特性と相関があった。

（ⅰ）視点の固定を条件とする錯視的空間：知識⑤を加え

られて認識される。その空間特性として、形状や装飾、建

築の面への塗装が、線遠近法に基づいている。それらの消

失点が視点位置であり、遠近を誤認させる効果が多い。

（ⅱ）視点−対象間に一定の距離を条件とする錯視的空間：

知識①、③、⑤が加えられて認識されるものが多い。対象か

ら一定距離離れることで、建築のディテールが視認できず、

それを知識で補うことで、効果が生まれる。

（ⅲ）空間内自由視点を条件とする錯視的空間：知識③、

④を加えられて認識されるものが多い。どの視点から見

ても、物理空間と認知空間に差が少なく、物理的特性に

知識が加えられることで新たな存在を連想させる効果な

どがある。錯視的効果を得るために視点移動が重要であ

る事例もあった。空間芸術では反射面を用いた事例が多

く、建築では陰影の塗装等を用いた事例に自由視点のも

のが多い。反射面の使用は視点の移動に対して虚像が対

応するため、自由視点が可能になる。

　建築の事例はⅱ)、ⅲ) のみであった。劇場や教会など、

利用者の視点方向が定められる建築は主にⅱ）であり、

視点方向が定まらない建築では、ある境界の内にいる場

合にその効果が得られる事例が多くみられる。

4-3. 効果と物理空間の特性、知識の相関

　錯視的効果を生む際に加えられる空間把握に関する知

識の組み合わせは、10 通りにまとめられた。それらの組

み合わせはを図3の右部または図4の左部に示す。知識と、

物理空間の特性との相関図を図 3 に示し、錯視的効果と

の相関図をそれぞれ図 4 に示す。主な効果を 13 通りまと

め、それぞれに対応する主な知識と物理空間の特性を図 5

に示す。

5. 考察と展望

・建築に関する知識を利用する事例が半数以上あった。こ

のことから、既存の建築の形や機能が空間の認知に及ぼ

す影響が大きいことがわかる。また、対象の性質に関す

る知識が利用される事例は少なかった。理由として、そ

れ以外の情報や知識から得た空間の認識に対する恒常性

の方が強いためであると考えられる。

・本論では物理空間が認知空間に至る認知の過程を分析し

た。これは錯視的空間に限らず、建築空間の認知の際に

は常に経る過程である。この過程の逆を辿ることは、認

知空間を意図して物理空間を設計する手法となり得る。

さらに、本論で示した効果を利用することは、空間を大

きく見せたり、明るく感じさせたりと、機能的にはたら

く一方で、機能主義的な建築では得られなかった、空間

を観察しようとする利用者の視点を得ることにもつなが

るだろう。

▼表 2　視点位置

③

③

④

④

④

④ ④

④ ⑤

③

⑤ or

③

①

or

②

⑤ and

③

④
and

拡大縮小
奥行きに錯視的効果を

加えた空間に、ものや

人を配置することで、

その大きさを誤認させ

る。

光源の出現
ある光源を想定し、壁
面や床面に影の塗装を
することで、光源の存
在を認識させる。

反射面の出現
インテリアを鏡像配置
した左右対称の 2室の
間に開口部を設けるこ
とで、反射面の存在を
認識させる。

消失遠近法に基づき、
ある視点位置から対象
の存在を認識し難くす
る。

消失

空間内を均一照明する
ことで、陰影をなくす。

影の消失

形状の変化
線遠近法に基づいた透
視変形をすることで、
奥行きを認識させる等。
入隅に Rをつけること
で、稜線を消し、壁や
天井との距離を認識し
難くする。

既存の建築のプロポー
ションを崩すことで、
天井を視野から消す等
し、内部を外部のよう
に認識させる。

内部、外部の変化

面に陰影の塗装をする
ことで、明るさに対す
る認識を変化させる。

明るさの変化

次元の変換
対象の稜線を見かけで

分割することで、立体

として認識し難くする。

塗装や投影によって立

体の稜線を表現するこ

とで、立体を認識させ

る。

補色である 2色のガラ
スを併用することで、
視点の移動に伴って、
色づいた空間が移り変
わって見える。

色の変化

重力方向の変化
反射面を対象に対して
傾斜配置することで、
虚像を回転させて見た
目に重力方向が変化し
ているように認識させ
る。

透過面が反射面を兼ね
ることで、面に対して
視点側の対象が反対側
の風景に重なってみえ
る。

透明化

ある機能に対応する建
築の形を模しながら、
それ以外の機能をもた
せる等。

機能の変化

事例No.
建築
空間芸術

知識 錯視を引き
起こす視点

② ⑤ ① ③ ④ ⅰ ⅱ ⅲ
14
25
12
13
27
1
9
23
11
22
21
24
6
10
5
20
2
4
5
18
17
16
19
15
26
3
7
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